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「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2009」 

（主な環境関連個所抜粋） 
 

  

第１章 危機克服の道筋 

１． はじめに 

我が国の経済と社会は、これまで培ってきた「豊かさ」と「希望」と「信頼」とを次代

に引き継げるか否かの歴史的な正念場にある。 

外にあっては、世界同時不況と資源環境制約の高まり、内にあっては、少子高齢化、格

差の拡大傾向、財政悪化など、内外の難局が同時かつ複合的に押し寄せている。国民の暮

らしと生活を守ることを最優先すべく、経済と社会を一体的に捉えた変革に取り組まなけ

ればならない。将来世代への「責任」を堅持しつつ、国民相互の信頼や助け合い、連携に

よって「安心社会」を実現し、各世代や各企業それぞれの「努力と挑戦」を最大限に引き

出す。一方で、低炭素革命や健康長寿社会の創造、アジアへの共生型貢献等を通じて有効

需要の基盤を内外で広げ、国民や企業の「活力」を高める。「安心・活力・責任」を同時

達成するための経済と社会の変革である。 

 

２． 経済の現状と課題（抄） 

一部に底打ちの兆しが見られるものの、我が国の経済は、依然として「当面の危機」

と「構造的な危機」に直面している。 

第一の課題は、我が国経済の当面の「底割れ」の防止と、確実な底入れ・反転の実現

である。 

第二の課題は、金融危機後の世界経済を見通し、産業構造・雇用構造を大きく転換す

ることによって過度に外需に依存した経済成長から新たな持続的成長へと移行するこ

とである。 

まず、低炭素、健康長寿、ソフトパワーなどの分野で世界最先端の「未来市場」を創

出し、市場とイノベーションの好循環を生み出すことにより、国際的な競争優位の獲得

と質の高い雇用の創造を図る。このためには、規制改革、モデル市場作り、内外の資本・

人材・技術の集積が必要である。同時に、アジアをはじめ世界が直面する資源・環境・

広域インフラ整備等の課題解決に、我が国の優れた産業力・技術力をいかして積極的に

貢献しながら、世界の再成長の果実を国内に取り込む。 

内需と外需の「双発エンジン」によりけん引されるこうした新たな持続的成長プロセ

スを一刻も早く始動すべく、以上の二つの課題への対応を不可分一体なものとして、

2010 年度においても引き続き大胆に取り組む。 
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   ３． 社会の現状と課題 

   ４． 「安心と活力」の両立を目指して 

      （１）「経済の危機」と「社会の危機」への一体的対応 

      （２）財政健全化と安心社会実現 

   （３）当面の「最優先課題」（府省に広くまたがる横断的課題） 

   以下を当面の「最優先課題」とし、関係府省は、予算・人材面において最大限

の重点対応を行う。さらに、内閣主導で、府省横断的なプロジェクト・チームを

設置する等により迅速かつ総合的な取組を図る。 

 

         ①経済危機克服 

          ⅰ）経済と社会の安定の基軸である雇用については、雇用維持のための緊急取

組に加え、「次世代の日本を担う若年層」に対して職業能力向上と再挑戦の

機会拡大のための支援を強化する。その際、企業・自治体と連携しながら「縦

割り」を超えた政府横断的取組を図る。 

       ⅱ）同時に、新たな持続的成長プロセスを一刻も早く始動するため、 

・ 低炭素・環境共生型社会に向けて民間投資を引き出すための取組（制度改

革・先進モデル市場づくり・リスクマネーの供給・内外人材の集積等）を

多年度にわたり強化する。 

・ 地域経済の回復のため、各地域の取り組みを全力で支援する。国は、発想

を転換し、予算のみならず、人材・人脈・情報・アイディア・制度改革等

執行面において各地域の主導を最大限に支援する。 

・ 金融危機後の世界経済の再成長を確固たるものとするため、国際協力に関

する各省の取組（金融通貨協力、インフラ整備、環境・技術等、貿易投資、

人材交流等）を連携させ、戦略的な国際貢献を加速する。特にアジアとの

間については、「共生型貢献」を進め、内需の基盤と成長の源泉をアジアへ

と拡大する。 

      ②安心社会実現 

       ⅰ）社会保障の「ほころび」の修復なしに政府への信頼回復はない。税制抜本

改革を通じた安定財源の裏打ちを制度的に確保しつつ、社会保障の機能強化に

ついて、効率化を図りつつも、緊急措置として前倒しで「先行実施」を図る。

また、少子化対策や子育て世代への支援を総合的に強化する。 

       ⅱ）安心社会実現のための具体的な道筋について合意を図るため政府与党一体

で検討を行うとともに、安心社会の基盤となる情報インフラ、行政体制、人材

の傾斜配置などへの取組を政府横断的に進める。 
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第２章 成長力の強化 

 未来への投資を戦略的に進め、国民の夢を一つ一つ実現しつつ、我が国の成長力を強化す

る。これにより、環境や人口減少等の制約を克服し、日本の底力を発揮させ、中長期的な経

済成長を実現し、国民が回復を実感できる経済社会を目指す。 

１． 成長戦略の推進 

 重点的・集中的な投資、戦略的なプロジェクトの実行、大胆な制度改革を実施し、

短期的な需要創出と中長期的な成長力強化の「二重の配当」を得るため、「新経済成長

戦略改訂版」1を基礎とした「未来開拓戦略」2 等を実行する。多年度を視野に入れた

対応を進めることとし、平成 21 年度における取組の検証を本年度末までに行い、それ

を踏まえて平成 22 年度以降の戦略を点検し推進する。 

（１）低炭素革命 

 

○ 太陽光発電・省エネ世界一プラン（2020年頃に再生可能エネルギーの対最終エ

ネルギー消費比率を世界最高水準の20％程度へ、太陽光発電を20倍程度へ）、エ

コカー世界最速普及（2020年に新車販売の５割へ）、低炭素交通・都市革命、資

源大国実現プランを推進する。 

 

 ・ 太陽光発電の導入抜本加速、風力・小水力等再生可能エネルギーの利用推進、

建築物のゼロエミッション化の加速的展開、温室効果ガス排出の少ない省エネ機

器等の加速的普及、国内クレジット制度の活用、環境・エネルギー革新技術等の

開発・実証の集中実施、環境ビジネスへの投資促進、ＣＯ２排出量の「見える化」

等、カーボン・オフセットの普及。 

・ 次世代自動車などエコカーの需要拡大、国際競争力の強化。 

・ 低炭素交通機関の世界最速開発・最速普及（超電導リニア、フリーゲージトレ

イン等）、低炭素交通インフラ整備等の集中対策（国土ミッシングリンク、スー

パー中枢港湾・産業港湾インフラ、モーダルシフト 対策、整備新幹線等）、我

が国高速鉄道システム等の海外展開、公共交通機関の利用促進、コンパクトで人

と環境に優しい都市・地域づくり。 

・ レアメタル等を含む製品のリサイクルシステムの構築、廃プラスチックの総資

源化、先進国型シップリサイクルの推進による鉄資源の確保と低炭素化への貢献、

アジアにおける資源循環システムの構築、森林吸収源対策など森林の整備・保全

と木材・木質バイオマス利用の推進、世界水ビジネス市場に参入、安全を前提と

した原子力発電及び核燃料サイクルの推進・原子力産業の国際展開の推進、原子

力教育の推進、上流権益確保への支援強化、海洋資源の探査・開発促進、クリー

ンアジア・イニシアティブ等の推進。 

・環境保全の取組によって経済を再生させる「緑の経済と社会の変革」に向け、低

炭素社会、循環型社会、自然共生社会への移行等を推進。 

                                            
1 「新経済成長戦略のフォローアップと改訂」（平成 20 年 9 月 19 日閣議決定） 
2 「未来開拓戦略」（平成 21 年４月 17 日） 
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（２）健康長寿 

 

（３）魅力発揮 
○ 農林漁業潜在力発揮プラン（植物工場を３年以内に３倍増）、ソフトパワー発

揮プラン（2020年にコンテンツ輸出比率を米国並みへ）、世界に誇る観光大国実

現（2020年までに訪日外国人旅行者数2000万人へ）、人財力強化・技術力発揮プ

ラン、ＩＴ底力発揮戦略を推進する。 

・農林水産業 

・ソフトパワー 

・観光 

国際競争力の高い魅力ある世界有数の観光地の形成、世界からのアクセス抜

本改善（訪日査証の見直し、羽田・成田空港の機能強化、関西空港・中部空

港のフル活用、空港入国審査待ち時間の短縮等）、日本ブランド発信強化に

よる需要拡大、訪日外国人旅行者への外国語対応の強化。 

・人材 

   ・ＩＴ 

 

２． アジア・世界の持続的成長への貢献 

  ①アジア経済倍増へ向けた成長構想等 

  ②ポスト京都議定書の枠組みづくりへの貢献等 

・「京都議定書目標達成計画」及び「低炭素社会づくり行動計画」に基づく取組

を推進する。 

・先進国は 2015 年、途上国は 2025 年に排出量をピークアウトするとともに、

2050 年までに世界全体での半減につなげるため、我が国として 2020 年に 2005 

年比 15％削減するとの中期目標3及び 2050 年に 60～80％削減するとの長期目標

を掲げ、本年 12 月の気候変動枠組条約第 15 回締約国会議での、米中印等の主

要排出国を始めとする「全員参加」型の公平で実効性ある次期枠組みの合意を目

指し、イニシアティブを発揮する。このため、次期枠組みに責任を共有して参加

する途上国への技術移転、革新技術や原子力の開発・適切な普及等にも力を入れ、

今後の国際交渉に全力で取り組むとともに、低炭素革命実現に向け各界各層で一

致協力した行動を進める。 

・アジア・世界の生物多様性の保全と持続可能な利用を促進するため、2010 年

10 月に愛知県名古屋市で開催される生物多様性条約第 10 回締約国会議に向け、

議長国としてリーダーシップを発揮する。 

③高度人材受入れ促進と対日投資の促進 

                                            
3省エネなどの国内での努力を積み上げて算定したもの（いわば「真水」の目標）。 
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④経済連携、資源外交 

⑤総合的な外交力強化 

 

３． 農政改革 

 

４． 地域発の成長 

・太陽光発電の導入加速や低炭素交通インフラ整備等の低炭素革命、地域医療

再生等の健康長寿、農林漁業の潜在力発揮、観光大国等の魅力発揮、ＩＴ底力

発揮戦略、といった成長戦略を地域において推進し、地域発の成長につなげて

いく。 

・地域交通の活性化を図るとともに、地域におけるまちづくりや商店街への支援

や離島なども含めた地域の実情に応じた活性化策等を推進する。 

・住宅 

・地方分権等 

・地方財政  等 

 

５． 中小企業の活性化と研究開発の強化 

  ①中小企業の活性化 

  ②研究開発の強化等 
・ 革新的な環境・エネルギー技術や先端医療技術、デジタル技術、新型インフ

ルエンザ等感染症対策、防災対策、気候変動対策等、成長力強化と安全・安心

確保につながる研究開発を加速する。産学官連携の拠点形成を通じた科学技術

による地域活性化やグローバルな研究開発の拠点形成等のイノベーション創

出に向けた取組を推進する。また、科学技術外交及び宇宙外交を強化する。 

 

６． 規制・制度改革 

 

第３章 安心社会の実現 

１． 生活の安心保障の再構築 

 （１）安心社会とは 

（２）安心社会実現の道筋 

（３）安心社会に向けての行政基盤の強化 

２．安全・生活の確保等 

①消費者政策等 

 ②生活支援等 

・ 新型インフルエンザ対策について、これまでの取組状況も踏まえ、国際的  
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な協力も含め、万全の対応を図る。 

・子どもの健康と環境に関する研究の推進等、国民の安心を環境面で確保する。 

３．防衛・防災・治安等 

４．教育の再生 

 

第４章 今後の財政運営の在り方 

     １． 平成 22 年度予算の基本的考え方  

       （１）今後の経済動向と当面の経済財政運営の考え方 

       （２）平成 22 年度予算の方向 

       （３）新たな行政改革の取組 

     ２． 財政健全化目標 

 

 


